
第３回検討会までに提起された課題

第４回 優良品種の持続的な利用 を可能 と す る 植物新品種の保護 に関 す る検討会

資料１



第3回検討会の概要

・品種を開発するためには、地域の特性や気候への
適応のため、多様な品種を素材とする必要があ
る。

・特に有機農業では、肥料の吸収特性や病虫害の抵
抗性の付与を課題として開発を行っている。

品種開発を行っている民間事業者（(一社)MOA自然農法文化事業団、タキイ種苗(株)）からの
ヒアリング（説明のポイント）

意見交換において論点となった種苗制度に係る課題等

・品種登録された新品種は原則として自家増殖を制限
する、侵害対策を充実する等、品種保護制度の充実
強化が必要。

・品種登録されていない多くの品種は、農家が自由に
増殖できる。

・伝統野菜を素材として新品種を開発することに問題
はない。

・栄養生殖技術や逆育種技術の進展によりＦ１品種の
増殖が容易になり、侵害リスクが増加しているため、
無断増殖を防ぐため、Ｆ１品種でも品種登録の必要
性が高まっている

・耐病性に対応した品種は技術進捗が早く寿命が短いた
め、手続きの簡素化や品種登録されるまでの期間の短
縮が必要。

・基本となる品種に付加された耐病性特性等が重要な価
値を持つ品種において、何が従属品種と見なされるか
明確でない。

・欧州では種苗会社が出資する組織が違法増殖を見つけ、
有料で侵害対策を行っている。

・品種登録のために種苗を提出すると、企業秘密とすべ
き親品種まで開示されてしまうリスクがある。

・種苗会社は時代や環境の変化の中で、農業者が求める
品種を開発し地域と一体となって振興を行っている。

・優良な品種の開発・供給が困難になれば、農業者のみ
ならず消費者にも不利益が生じてしまう。
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前回までに出された御意見（全般的なもの）

（検討の視点）

・種苗法の精神は、農林水産業の発展に資するものである。

・品種開発、種苗業界の健全な発展、安定した種苗供給の確保
につながるように種苗法を運用していく必要がある。

・新品種開発のインセンティブが確保できていないならば、問
題点を整理すべき。

・登録品種（新品種）の権利保護と、一般品種の自由利用の、
両方のバランスを考慮すべき。

・知的財産法は進展が速い法分野である。種苗法は10年以上
改正されておらず、現状に合ったものに改正していく喫緊の
必要があるのではないか。

・品種開発を継続するに当たっては財源の確保が重要である。

（制度の理解の促進）

・種苗法は非常に専門的な分野ではあるものの、多くの人があ
る程度まで理論的に理解できるよう努力すべき。そうでなけ
れば、多くの人が関われず、制度が利用されない。

・現場を回ると、農家の育成者権に関する権利意識の低さを感
じる。分かりやすい議論を心がけるべき。

・登録品種（新品種）と一般品種とを混同した議論があるため、
分かりやすい説明をすべき。

（知財戦略）

・知財戦略として、海外における競争力強化や優良品種の国外
流出防止が求められており、実現に資する制度が必要である。

・農業分野の知財戦略を強化すべき。「地域の活力創造プラ
ン」や「基本計画」等にも基本戦略として知財保護や付加価
値向上を位置付けてほしい。

（現行制度の下の侵害について）

・種苗法による紛争は非常に少ないが、争ってまで権利が行使
されないのであれば、法律の目的が達成されていない可能性
もある。現在の法律が十分な保護制度となっているのか精査
すべき。

・栄養生殖技術や逆育種技術の進展によりＦ１品種の増殖が容
易になり、侵害リスクが増加しているため、無断増殖を防ぐ
ため、Ｆ１品種でも品種登録の必要性が高まっている

・育成者権は権利侵害となるか否かの境界がはっきりしていな
い。権利の及ぶ範囲を明確にすべき。

・育成者権の侵害があっても、「現物主義」では実質的に裁判
を起こせない実態にある。

・ＤＮＡ情報のみでは、同一の品種として育成者権侵害を問う
ことは困難ではないか懸念がある。

・基本となる品種に付加された耐病性特性等が重要な価値を持
つ品種において、何が従属品種と見なされるか明確でない。

・欧州では種苗会社が出資する組織が違法増殖を見つけ、有料
で侵害対策を行っている。

・果樹等は品種のサイクルから見れば、育成者権の保護期間が
十分な期間になっていない。

・品種登録のために種苗を提出すると、企業秘密とすべき親品
種まで開示されてしまうリスクがある。
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前回までに出された御意見（育成者権の保護について）

（新品種（登録品種）の開発と普及）

・生産環境が変化しており、農業者からもこれに対応した品種開発が求め
られている。民間がこうした新品種開発に取り組むには新品種がしっか
りと保護される必要がある。

・新品種については、品種の普及をするに当たっても、育成者が種苗の品
質や数量を管理し、産地作りしやすい制度とすべき。

・育成者には品種登録しない選択もあることを考慮すべき。

・優良品種の国外流出には強い対応を期待する。

（権利保護と自由利用のバランス）

・都道府県で育種した新品種はいわば県民の共有財産。農業者の利益のみ
でなく、許諾収入等による県全体への還元も必要。

・民間の種苗会社としては品種登録された新品種は原則として自家増殖を
制限する、侵害対策を充実する等、品種保護制度の充実強化が必要。

・品種登録されていない多くの品種は、農家が自由に増殖できる。

・伝統野菜を素材として新品種を開発することに問題はない。

・果樹等は登録品種も含めて自由な増殖が慣習的に行われている部分があ
る。民間育種者としては、販売した種苗が農家で高接ぎ等により自家増
殖されてしまえば、開発費用の回収が困難であることが悩み。

・農業者は、種子を増殖・利用しながら良い株を選抜している。新品種の
育成のための利用には育成者権の効力は及ばないが、自家増殖との線引
きが難しい場合があり、丁寧な議論をすべき。

・種苗は一部農家の独占ではなく幅広く使われる方が消費者のためになる
との考え方もある。誰のために保護するのか。

・公的機関は、多くの新品種の利用者から、薄く広く許諾料を徴収するこ
とが重要である。一方、種苗法では農業者の自家増殖を認めているため、
このままでは公的機関の育種に支障が出る懸念がある。

（種子の安定供給）

・農業者の高齢化により、稲の種子等、専業の種苗
生産者の存続が厳しくなっている。種苗生産者の
保護や、種子の安定供給に関するインフラ整備も
検討すべき。

・主要農作物種子法の廃止により、生産現場では大
きな不安や混乱が起きている。農水省としても丁
寧な説明や議論をお願いしたい。

（遺伝資源との関係）

・遺伝資源は人類の共有財産という考え方も軽視せ
ず、注意深く議論すべき。

・UPOV条約とITPGR条約における農民の権利、農
民の特権の関係についての国際的な議論も踏まえ
て議論されるべき。

（制度運用上の課題）

・耐病性に対応した品種は技術進捗が早く寿命が短
いため、手続きの簡素化や品種登録されるまでの
期間の短縮が必要である。

・海外に出願する際の栽培試験用の種苗提出やデー
タ提出の負担が大きいため、海外との審査結果の
共有を進めるべき。

・異なる環境での適地試験が良い品種の選抜に重要
であるため、品種登録の要件の一つである未譲渡
性の判断基準の明確化が必要である。

・品種識別のためのＤＮＡマーカーが十分整備
されていない。
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